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委託料の減額について 

 

 

１ 減額の対象 

  減額の対象となる支払は、丸亀市中央学校給食センター及び丸亀市飯山学校給食セン

ター調理等業務委託契約書及び仕様書に定める業務とする。 

 

２ 減額の措置を講じる事態 

  受託者の責任により、契約書、仕様書及び提案書に示される業務に関する内容を履行

していないことが明らかになったことにより、以下に示す状態に陥った場合に減額の措

置を講じる。 

減額の措置を講じる事態 ﾍﾟﾅﾙﾃｨﾎﾟｲﾝﾄ 

金属片、ガラス片等の危険異物が給食に混入した場合 １ 

食中毒事故発生の場合 ２ 

※ ペナルティポイントは翌学期には繰り越されないものとする。 

 

３ 委託料の減額 

  各学期における累積ペナルティポイントが以下に達した場合は、減額の措置内容が決

定する。減額の対象となる支払は、当該学期の最終支払月の委託料とする。 

累積ペナルティポイント 減額の措置内容 

１ １０％の減額 

２以上 ２０％の減額 

 

 (減額の計算例)  

・1 学期のペナルティポイントが１の場合（委託料 1000 万円／月の場合） 

   1 学期最終支払月  8 月分委託料 1000 万円－（1000 万円×10％）＝900 万円 

 

４ 累積ペナルティポイントが２以上の場合で、翌学期の累積ペナルティポイントが１以

上であれば、委託者は本契約を解除することができる。 

 

 


